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国自旅第 692号の 2
観観産第 582号の 2
平 成 25年 4月 2日

社団法人全国旅行業協会会長殿

観光庁長 』長童
基伝if子

高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行について(周知・要請)

標記について、別添のとおり、旅行業者、会員制高速パスの主催団体及び貸切パス
事業者に対して周知・要請を行ったところです。

ついては、貴団体におかれでも、高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行に向
け、引き続き、ご協力をお瀬いいたします。

anta
長方形



各地方運輸局長殿
沖縄総合事務局長殿

匪亙

国自旅第 692号
観観産第 582号
平成 2 5年 4月 2日

自動車局長
観光庁長官

高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行に係る周知の徹底について

高速ツアーパス及び会員制高速パス(以下「高速ツアーパス等」という。)の新高
速乗合パスへの移行については、「高速ツアーパス等の高速乗合パスへの早期移行に
ついてj (平成24年 7月31日付け国自旅第 238号、観観産第 188号)を通達
したところであるが、今般、全ての関係者に対してあらためて周知を徹底するため、
別添通知例を参考に、管内の高速ツアーパスを企画実施している旅行業者、会員制高
速パスの主催団体及び貸切パス事業者に対して、高速ツアーパス等の新高速乗合パス
への移行について周知するとともに、適切に指導されたい。

なお、本件については、公益社団法人日本パス協会会長、高速ツアーパス連絡協議
会会長、一般社団法人日本旅行業協会会長及び社団法人全国旅行業協会会長あて別添
のとおり通知したので申し添える。



(通知例1)
番号

平 成 年 月 日

高速ツアーパスを企画実施する第 1種旅行業者の代表者 あて
会員制高速パスの主催団体の代表者 あて
貸切パス事業者の代表者 あて

地方運輸局長
沖縄総合事務局長

高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行について(周知・要請)

1 .移行に係る経緯
高速ツアーパス及び会員制高速パス(以下「高速ツアーパス等Jという。)につ

いては、「パス事業のあり方検討会」報告書の肉容を踏まえ、昨年4月2日に新た
な高速乗合パスへの一本化を進める方針を国土交通省として決定しました。その後、
同年同月 29日に関越自動車道で発生した高速ツアーパス事故を踏まえ、安全確保
措置等の見直しを行った上で新高速乗合パス制度(別紙 1)を同年7月31日に制
定し、これに基づき、 1年以内を目標に高速ツアーパス等を新高速乗合パスにでき
るだけ速やかに移行させることとしました。

これらの経緯については、高速ツアーパス等の関係者宛てに発出した「高速ツア
ーパス等の高速乗合パスへの早期移行についてJ(平成2 4年7月31日付け国自

，旅第 238号、観観産第 188号、5J1]紙2) において詳細を説明し、併せて、新高
速乗合パスへの移行を要請したところです。

2. 移行の再要請
今般、上記通達において期限とした本年7月末が近づき、今後、移行される事業

者におかれては、各種手続きを進めて頂くことが必要となっていることを踏まえ、
旅行業者、会員制高速パスの主催団体及び貸切パス事業者の皆様に対し、あらため
て本年7月末までに移行を実施して頂くよう要請いたします。

3. 移行のための手続き
本年8月以降、高速ツアーパス等の運行は認められないこととなるため、現在、

高速ツアーパス等を運行している事業者において、これに代わり新高速乗合パスの
運行を開始する場合にあっては、道路運送法第4条に基づく一般乗合旅客自動車運
送事業の許可等を取得して頂く必要があります。

4. 移行に係る問い合わせ
現在の運行形態が、高速ツアーパス等に該当するものであるか否か、一般貸切旅

客自動車運送事業として引き続き行うことが可能なものであるか否か等について
は、 rr高速ツアーパスj及び「会員制高速パスjの定義等についてJ(平成2 4年
1 0月31日付け国自安第96号、国自旅第318号、観観産第305号、別紙3)
を参照して頂くとともに、高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行に関して、
さらにご不明な点等がありましたら、国土交通省自動車局旅客課乗合パス班、最寄
りの地方運輸局自動車交通部旅客(第一)課又は運輸支局若しくは沖縄総合事務局
運輸部陸上交通課にお問い合わせください。



(通知例 2)

都道府県旅行業担当部長 あて

番号

平成年月日

地方運輸局長
沖縄総合事務局長

高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行に係る周知の徹底について(お願い)

高速ツアーパス及び会員制高速パス(以下「高速ツアーパス等」という。)の新高
速乗合パスへの移行については、「高速ツアーパス等の高速乗合パスへの早期移行に
ついてJ(平成 24年7月31日付け国自旅第 238号、観観産第 188号)により
示したところですが、今般、全ての関係者に対してあらためて周知を徹底するため、

貴職におかれては、 531]添通知例を参考に、高速ツアーパスを企画実施している旅行業
者(貴(都道府)県において登録している者)に対して、高速ツアーパス等の新高速
乗合パスへの移行について周知するとともに、適切な指導をして頂くようお願いいた

します。



(通知例)
番号

平成年月日

高速ツアーパスを企画実施する第2種旅行業者の代表者 あて

都道府県旅行業担当部長

高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行について(周知・要請)

1 移行に係る経緯
高速ツアーパス及び会員制高速パス(以下「高速ツアーパス等』という。)につ

いては、「パス事業のあり方検討会」報告書の内容を踏まえ、昨年4月2日に新た
な高速乗合パスへの一本化を進める方針を国土交通省として決定しました。その後、
同年同月 29日に関越自動車道で発生した高速ツアーパス事故を踏まえ、安全確保
措置等の見直しを行った上で新高速乗合パス制度(別紙1)を同年7月31日に制
定し、これに基づき、 1年以内を目標に高速ツアーパス等を新高速乗合パスにでき
るだけ速やかに移行させることとしました。

これらの経緯について陰、高速ツアーパス等の関係者宛てに発出した「高速ツア
ーパス等の高速乗合パスへの早期移行についてJ(平成24年7月31日付け国自
旅第238号、観観産第 188号、別紙2) において詳細を説明し、併せて、新高
速乗合パスへの移行を要請したところです。

2. 移行の再要請
今般、上記通達において期限とした本年7月末が近づき、今後、移行される事業

者におかれては、各種手続きを進めて頂くことが必要となっていることを踏まえ、
旅行業者、会員制高速パスの主催団体及び貸切パス事業者の皆様に対し、あらため
て本年7月末までに移行を実施して頂くよう要請いたします。

3. 移行のための手続き
本年8月以降、高速ツアーパス等の運行は認められないこととなるため、現在、

高速ツアーパス等を運行している事業者において、これに代わり新高速乗合パスの
運行を開始する場合にあっては、道路運送法第4条に基づく一般乗合旅客自動車運
送事業の許可等を取得して頂く必要があります。

4. 移行に係る問い合わせ
現在の運行形態が、高速ツアーパス等に該当するものであるか否か、一般貸切旅

客自動車運送事業として引き続き行うことが可能なものであるか否か等について
は、 rr高速ツアーパスj 及び「会員制高速パス』の定義等についてJ(平成24年
1 0月31日付け国自安第96号、国自旅第318号、観観産第305号、別紙3)
を参照して頂くとともに、高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行に関して、
さらにご不明な点等がありましたら、国土交通省自動車局旅客課乗合パス班、最寄
りの地方運輸局自動車交通部旅客(第一)課文は運輸支局若しくは沖縄総合事務局
運輸部陸上交通課にお問い合わせください。



各地方運輸局長 殿

沖縄総合事務局長殿

1511J *1t 21 

国自旅第 238号

観観産第 188号

ヰ戟24年7月31日

自動車局長

観光庁長官

高速ツアーパス等の高速乗合パスへの早期移行について

高速ツアーパス及び会員制高速パス(以下「高速ツアーパス等」という。)

については、「パス事業のあり方検討会」報告書の内容を踏まえ、本年4月2

日に新たな高速乗合パスへの一本化を進める方針を国土交通省として決定した

ところであり、本年4月29日に関越自動車道で発生した高速ツアーパス事故

を踏まえ、安全確保措置等の見直しを行った上で別添(略)のとおり新たな高

速乗合パス制度を本日制定したところである。

ついては、別添通知例を参考に、管内の高速ツアーパス等の関係者に対し、

今後 1年以内を目標に高速ツアーパス等から高速乗合パスへできるだけ速やか

に移行するよう指導するとともに、関係者からの相談に適切に対応するなど、

早期移行を支援されたい。



(通知例1)

番号

平成 2 4年 7月31日

高速ツアーパスを企画実施する第 1種旅行業者の代表者

会員制高速パスの主催団体の代表者

高速ツアーパス・会員制高速パスの運行を行う貸切パス事業者の代表者 あて

地方運輸局長

高速ツアーパス等の高速乗合パスへの早期移行について(要請)

高速パスはパス産業における成長分野であり、我が国の基幹的な公共交通機

関として地域間交流の拡大を支える存在となっています。従来から都市問パス

輸送を担ってきた高速乗合パス借りに加え、近年、高速ツアーパス(注2)及

び会員制高速パス(注3) (以下 f高速ツアーパス等」という。)が急速に輸送人

員を伸ばしてきました。一方で、高速ツアーパス等については、急速な拡大の

中で、法令が十分に遵守されていない場合があるとの指摘や実質的に同様のサ

ービスを提供する高速乗合パスと高速ツアーパス等の両業態に規制の差がある

のは問題であるとの指摘を踏まえ、国土交通省においては、「パス事業のあり

方検討会』を設置し、高速パスをめぐる問題への対応について検討を進めて来

ました。本年4月に公表された同検討会の最終報告においては、「高速ツアー

パスは、高速乗合パスと実質的に同様のサービスを提供しているが、もともと道路運

送法では必ずしも想定されていなかったビジネスモデルであるため、高速乗合パス

に対する規制が適用されていない。この結果、安全性、利便性等の面で様々な問題

が生じていることが指摘されており、実際の運行の過程で法令に違反したり、利用者

から苦情が寄せられるケースなども生じている。このような状況を是正するために

は、その運行の実態に応じた規制を適用することが必要であり、利用者の契約の相

手方が運送事業者として安全確保の責任を負うなど、基本的に、高速乗合パスと同

様の規制の下で運行が行われるべきと考えられる。』旨が指摘されたところです。

このため、国土交通省においては、高速ツアーパス等については、「パス事

業のあり方検討会」報告書の内容を踏まえ、本年4月2日に新たな高速乗合パ

スへの一本化を進める方針を決定したところであり、 4月29日に関越自動車

道で発生した高速ツアーパス事故を踏まえ、安全確保措置等の見直しを行った

上で、別添のとおり新たな高速乗合パス制度を本日制定したところです。



ついては、今後 1年以内を目標に貴社が企画実施、主催又は運行する高速ツ

アーパス等を高速乗合パスにできるだけ速やかに移行するよう要請致します。

なお、高速乗合パスへの移行に関して不明の点などがあれば、国土交通省自

動車局旅客課乗合班又は最寄りの地方運輸局自動車交通部旅客(第一)課若し

くは沖縄総合事務局運輸部陸上交通課にお問い合わせ下さい。また、今後、高

速乗合パスへの移行に関する調査や関係者ヒアリングを実施する予定であるこ

とを申し添えます。

(注1)高速乗合バス:

一般乗合旅客自動車運送事業者が運行するいわゆる高速パス。

(注 2)高速ツアーパス.

高速道路を経由する 2地点聞の移動のみを主たる目的とする募集型

企画旅行として運行される貸切パス。

(注3)会員制高速パス・

会費を支払った会員向けに一定期間乗り放題等の形態で提供され

る、高速道路を経由する 2地点聞の移動サービスのために運行される

貸切パス。



(通知例 2)

都道府県旅行業担当部長 あて

番号

平成 24年 7月31日

地方運輸局長

高速ツアーパス等の高速乗合パスへの阜期移行について

高速ツアーパス及び会員制高速パス(以下「高速ツアーパス等」という。)

については、 fパス事業のあり方検討会j報告書の肉容を踏まえ、本年4月2

日に新たな高速乗合パスへの一本化を進める方針を国土交通省として決定した

ところであり、本年4月29日に関越自動車道で発生した高速ツアーパス事故

を踏まえ、安全確保措置等の見直しを行った上で別添のとおり新たな高速乗合

パス制度を本日制定したところです。

つきましては、別添通知例を参考に、高速ツアーパスを企画実施している旅

行業者(貴(都道府)県において登録している者)に対し、今後 1年以内を目

標に高速ツアーパス等から高速乗合パスへできるだけ速やかに移行するよう指

導するとともに、その実現に向けて適切な対応をお願いいたします。



(通知例)

番号

平成24年7月31日

高速ツアーパスを企画実施する第2種旅行業者の代表者あて

都道府県旅行業担当部長

高速ツアーパス等の高速乗合パスへの早期移行について(要請)

高速パスはパス産業における成長分野であり、我が園の基幹的な公共交通機

関として地域間交流の拡大を支える存在となっています。従来から都市間パス

輸送を担ってきた高速乗合パス借りに加え、近年、高速ツアーパス(注2)及

び会員制高速パス(注3) (以下「高速ツアーパス等Jという。)が急速に輸送人

員を伸ばしてきました。一方で、高速ツアーパス等については、急速な拡大の

中で、法令が十分に道守されていない場合があるとの指摘や実質的に同様のサ

ービスを提供する高速乗合パスと高速ツアーパス等の両業態に規制の差がある

のは問題であるとの指摘を踏まえ、国土交通省においては、「パス事業のあり

方検討会」を設置し、高速パスをめぐる問題への対応について検討を進めて来

ました。本年4月に公表された同検討会の最終報告においては、「高速ツアー

パスは、高速乗合パスと実質的に同篠のサービスを提供しているが、もともと道路運

送法では必ずしも想定されていなかったビジネスモデルであるため、高速乗合パス

に対する規制が適用されていない。この結果、安全性、利便性等の函で様々な問題

が生じていることが指摘されており、実際の運行の過程で法令に違反したり、利用者

から苦情が寄せられるケースなども生じている。このような状況を是正するために

は、その運行の実態に応じた規制を適用することが必要であり、利用者の契約の相

手方が運送事業者として安全確保の責任を負うなど、基本的に、高速乗合パスと同

様の規制の下で運行が行われるべきと考えられる。』旨が指摘されたところです。

このため、国土交通省においては、高速ツアーパス等については、「パス事

業のあり方検討会J報告書の内容を踏まえ、本年4月2日に新たな高速乗合パ

スへの一本化を進める方針を決定したところであり、 4月29日に関越自動車

道で発生した高速ツアーパス事故を踏まえ、安全確保措置等の見直しを行った

上で、別添のとおり新たな高速乗合パス制度を本日制定したところです。

ついては、今後 1年以内を目標に貴社が企画実施、主催文は運行する高速ツ



アーパス等を高速乗合パスにできるだけ速やかに移行するよう要請致します。

なお、高速乗合パスへの移行に関して不明の点などがあれば、国土交通省自

動車局旅客課乗合班又は最寄りの地方運輸局自動車交通部旅客(第一)課若し

くは沖縄総合事務局運輸部陸上交通課にお問い合わせ下さい。また、今後、高

速乗合パスへの移行に関する調査や関係者ヒアリングを実施する予定であるこ

とを申し添えます。

(注1)高速乗合パス・

一般乗合旅客自動車運送事業者が運行するいわゆる高速パス。

(注2)高速ツアーパス:

高速道路を経由する 2地点聞の移動のみを主たる目的とする募集型

企画旅行として運行される貸切パス。

(注3)会員制高速パス'

会費を支払った会員向けに一定期間乗り放題等の形態で提供され

る、高速道路を経由する 2地点、聞の移動サービスのために運行される

貸切パス。



別紙 3

国自安第 96号

国自旅第 318号

観観産第 305号

平成24年10月31日

殿

殿

殿

殿

殿

各地方運輸局企画観光部長

自動車交通部長

自動車監査指導部長

自動車技術安全部長

沖縄総合事務局運輸部長

(単名各通)

自動車局安全政策課長

旅客課長

観光庁観光産業課長

「高速ツアー1¥ス」及び「会員制高速バスJの定義等について

先般、「高速ツアーパス等の高速乗合バスへの早期移行についてJ(平成24年7月31

日付け国自旅第238号、観観産第188号)を通達したところであるが、「高速ツアーバス」

及び「会員制高速パス」の定義等について、下記のとおり細部取扱を定めたので、了知さ

れるとともに、対応に遺漏のないよう取り計らわれたい。

なお、高速道路を経由しない運行など、「高速ツアーパス』又は「会員制高速バス」の定

義に該当しない場合であっても、乗合パス類似行為と認められる場合については、従来の

とおり乗合バスへの移行指導又は道路運送法第21条に基づく乗合旅客の運送の許可の

取得指導の対象となる。また、下記の定義等については、今後の募集型企画旅行商品の

販売状況等を踏まえ、乗合パス類似行為の防止の観点から、適時適切に見直すこととして

いるので申し添える。

言日

L亘蓋
(1 )高速ツアーパス



高速道路間)を経由する2地点聞の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行

{由)として運行される貸切パス(珪3)。

(注1)r高速道路Jとは、高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国

道及び道路法第48条の41こ規定する自動車専用道路をいう。以下閉じ。

(注2)r募集型企画旅行」とは、標準旅行業約款の募集型企画旅行の部第2条第1

項に規定する募集型企画旅行をいう。以下同じ。

(注3)道路運送法第21条に基づく乗合旅客の運送の許可を受けて運行されるもの

及び実車走行距離が概ね50km未満のものを除く。以下同じ。

(2)会員制高速パス

会費を支払った会員向けに一定期間乗り放題等の形態で提供される、高速道路

を経由する2地点聞の移動サービスのために運行される貸切バス。

(3)高速乗合パス

道路運送法施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行であって、規則第

10条第1項第1号口の運賃を適用するもの(出)をいう。

(注1)専らーの市町村の区域を越え、かつ、その長さが概ね50km以上の路線にお

いて、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送する

もの。

2「高速ツアーパス」等に該当しない場合

(1 )高速ツアーバスに該当しない場合

旅行者が観光地を周遊する旅程の募集型企画旅行として運行される貸切パスや、

以下の要件を満たす募集型企画旅行として運行される貸切バスは、「高速ツアーパ

スJ1こは該当しないものとして取り扱う。

なお、具体の事例に係る判断に当たっては、乗合パス類似行為の防止の観点、か

ら、運行の名目ではなく実態に着目して、適切に解釈を行うこととする。

【要件】

貸切バスを利用した運送サービス(珪1)を提供する募集型企画旅行であって、以下

のいずれかを含むもの。

(ア)宿泊サービス(珪2)の提供

(例.草津温泉一泊二日フリープラン)



(イ)目的地での付随サービス(珪3)の提供又は一定の活動(出)の実施

(当該サービスの提供又は当該活動の実施が旅行の日程として募集広告、

契約書面世田等に明記され、その日程が旅程管理及び特別補償の対象となっ

ているもの(選択が必須となっていない、いわゆる「オプショナルサービス」を

除く。)に限る。例:東京ディズニーリゾート入場券付ツアー、乗鞍ハイキング

日帰りツアー等)

(注1)運送サービスの提供は往復に限らず、片道の場合を含む。

(注2)r宿泊サーピ、スJIこは、パス車中泊を含まない。

(注3)r付随サービスJとは、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関する

サービスをいい、有料施設への入場券、観光施設(アウトレットモー

ルを含む。)で利用可能な食事券・買い物券、スキー場のリフト券そ

の他これらに類する券面の旅行者への交付を含む。

(注4)r一定の活動Jとは、スキー、登山、ハイキング、試合観戦、イベント参

加その他これらに類する活動と認められるものをいう。

(注5)r契約書面」とは、標準旅行業約款の募集型企画旅行の部第9条に

規定する契約書面をいう。

なお、よ記(ア)又は(イ)に該当する募集型企画旅行の旅行者と、これらには

該当しない高速道路を経由する2地点聞の移動のみを主たる目的とする募集型

企画旅行の旅行者が1両の貸切バスlこ混乗する場合は、当該車両は高速ツアー

1¥スとして取り扱う。

また、形式的には上記(ア)又は(イ)の要件に該当する募集型企画旅行であっ

ても、例えば以下のように、社会通念上、当該募集型企画旅行が2地点聞の移

動のみを主たる目的とするものと評価される場合は、「高速ツアーパス」として取

り扱う。

① 形式上は「付随サービス」が提供されているが、当該「付随サーピ、ス」が缶ジ

ユース一本、おにぎり一つ等のごく廉価な物品の提供のみであったり、乗降場

所付近でのアメニティ施設の利用(化粧室、シャワー室の利用等)のみであっ

たり、観光施設等の割引券の交付のみである場合。

② 「スキーパス」、「登山パス」等と称しており、旅行の日程にも「スキーJ、「登

山」等が含まれているものの、乗降場所がスキー場や釜山口等に行くには不

便な場所であるなどの理由により、実際には当該「一定の活動Jを行わない旅

行者が相当程度含まれている場合。



(2)会員制高速パスに該当しない場合

上記(1)に準じて取り扱うこととし、具体の事例に係る判断に当たっては、乗合パス

類似行為の防止の観点から、運行の名目ではなく実態に着目して、適切に解釈を行う

こととする。



新高速乗合バス制度 宅雪 国土交通省

<基本的な考え方>
①高速ツアーパスから新高速乗合バスへ阜期に一本化。(平成25年7月末目標)

②高速ツアーパスの長所とされた柔軟な供給量調整・価格設定をできるだけ実現。
③関越自動車道における高速ツアーバス事故を踏まえ、安全確保の観点から、 厳格に制度設計。

<高速乗合パス>

1・課題公市こ1¥ス惇冊所が語習?で脅ず
l 安全性の確保などの箇でも課頼。

く新高遺棄合パス>

高i東乗合パス事業者が、許可を受けて他者

に事業存委託で者る「管理の受委証制度 lに、

必要な安全確保措置存講じた上で、貸切パス

事業者に対して季語できる類型存追加。

安全Eの要戸学~厳発事￠

乗合パス事業者

委託者 (管理の受委託に係る運送の安全確保責任は委託者が

受託者

負う)

乗合パス事業者又は貰切パス事業者

(貰切パス事業者については、

①運輸開始後3年以上が経過、

②過去1年間重大・悪質な法令違反の処分歴なし、
③過去の行政処分歴が一定以内

等の法令違守状況等に関する要件を加重)

法令違守のチヱツヴ体制を整備
内部統制 ①委託者の運行管理者整備管理者による指導・助言、

②委託者による受託者の営業所の訪問調査を義務付け

貰切パス事業者に委託する場合

d湿行管理者と代表者及び運転者との鰻務を禁止、

②安全菅理規程に基づく委託者・受託者一体となった安

全管理体制の構築(運愉安全マネジメントの実施等)、

③関係する全ての事章者による安全意識の共有体制の
安全確保措置

構築(安全運行協踏会)

④高速ツアーパスの交替運転者の配置の基準に従って、

支瞥運転者を配置

等の通常求めている水準以上の安全確保措置を講じるこ

とを要求

| 需要動向I謝 廊した運行計箇・運賃設 定の実現 j 委託範囲 委縮の高速乗合パス事業の闘 'J2分の1以内

「 (一定の要件を満たす場合は3分の2以内)

ト①運行計画の 事 前届出期間の短縮 =今 実 施のr30日前 lからr7目前 11こ短縮
l 。 使用車両 委託者又は受託者の車両
卜②運賃・料金の 事 前 届 出 期 間 の 短 縮 =。実施のr30B前 lからr7目前 11こ短縮。

トcr幅運賃の 設定 コ 割引運賃 について、 運賃タイプ毎に‘ 上限舗と下限額(上限額の80%以上)の幅による届出が 可 能。


